
No. 回答

1

大規模な改修工事を含め３０年の稼働を見込むことが

一般的ですが、現時点で将来の稼働期間を決定するこ

とは難しいと考えます。

2

計画量の55t/日は令和13年度の推計ごみ量をもとに算

出しています。

3

工場棟は、長辺で100ｍ、短辺で50ｍ、高さは20ｍぐ

らいにはなると思いますが、事業者が決定した後に詳

細設計を行います。

4

実際には設計の段階まで入らないと何とも説明は難し

い状況ですが、日影的に人家は影にならないような

（日照権等の問題がないような）形になると思いま

す。

5

現施設では1ｔのごみを処理するために約2ｔの水を使

用しています。新施設では効率的な使用を計画します

が、1ｔのごみを処理するために約1.5ｔの水を使用す

ることになると推測されます。

6

国としては、ごみ処理施設の広域化・集約化を進めて

いますが、処理圏域の人口により規模が決定されます

ので小型な施設の事例もあります。

7

今のところは考えていませんが、事業者が決定した後

に詳細設計を行います。その際にどのような災害対策

を講じるか検討することになります。

8

煙突から排出される排ガスは常時監視していますが、

それとは別に周辺環境として測定を行う場合は自治会

との取り決めが必要と考えます。

9

環境基準値というものがあり、敷地境界において規制

基準を守る必要があります。今後資料への記載を検討

します。

10

現段階では決まっていませんが、このまま新施設の建

設が須谷地区で進んでいくのであれば、須谷地区の思

いを考慮して有田川町と協議します。

　〇日時 :　令和6年7月31日～８月２日

          〇参加人数 :　延べ６６名

建設するとなれば何年間稼働する予定か。

現在の計画は55t/日とのことですが、今

後、人口減少等により発生ごみも減少する

と思うがどうか。

施設の概略寸法はどの程度か。

令和６年第２回 須谷地区住民説明会の質疑回答（要約）について

質問

現施設から（換気）ファンの音が聞こえて

くる時間帯があるが、騒音についての基準

はあるか。あるとすれば今後の資料にも記

載してもらいたい。

現施設を撤去した場合、跡地の利用はどう

なるのか。

日影になるところを知りたいので、建物イ

メージについて説明してほしい。

ごみ処理を行うために水の使用量はどの程

度か

他の紹介施設は処理規模が大きいが、次期

施設のように比較的小型な施設の建設は最

近でも事例はあるのか。

災害対策として盛り土をすることになる

か。

住民から要望があれば、施設外で排ガスの

監視場所を設置してもらえるのか。



11

候補地は須谷地区しかありませんので、候補地を検討

するところからのスタートになります。

12

今、説明をしているところですので、ぜひともご理解

いただきたいと思います。

13

発電するためには、ごみの量が１日あたり１００トン

近く必要であり、今のごみの量では発電はできないと

考えます。

14

前回の質疑回答にて風評被害のことを記載しました。

建設することによって大きな変化があるとすれば収集

車、持込車等、車の台数は増えます。しかしながら現

在環境影響調査を行っており、この結果を踏まえて必

要な対策を講じることでデメリットがないように計画

する予定です。

15 要望があれば検討します。

16
ご要望の内容によります。

17

自治会からの要望として入浴場というお話はいただき

ましたが、再度、地区で検討すると聞いています。

18

予定地については条件を検討し総合的に判断しまし

た。水害リスクを極力減らし、災害対策を考慮した施

設を計画します。

19
須谷地区からの宣言届、覚書をもとに進めています。

ほかに候補地はありません。

20

施設整備計画は令和４年度に作成したものです。今後

の資料への記載を検討します。

21

恣意的あるいは意図的に削除したものはありません。

矛盾しているような内容や誹謗中傷的なものは削除し

ています。

22

これまでも班別に意見交換を行いましたが、多くの

ディスカッションができたものと考えます。

23

本説明会では他市等の事例として紹介しました。住民

の皆さまからも提案をいただきたいと思います。

６月に開催した班別の説明会内容につい

て、各戸に配布されているが、恣意的か意

図的か重要な意見が掲載されていないのは

どういうことか。

説明会は全体でやってほしい。ディスカッ

ションとはそういうものではないか。

付帯施設を造るとなると広大な敷地が必要

となるが、自然を破壊し建物を建てるとい

うことか。自然を破壊しない案を考えても

らいたい。

付帯施設は敷地の中にできるのか外にでき

るのか。

令和４年度の役員会で、自治会として付帯

施設は入浴場を要望していると思うがどう

か。

水害リスクが高いところに建設するのはな

ぜか。

須谷地区以外に候補地はないのか。

施設整備計画の目的として須谷地区の宣言

届に至った経緯を載せることはできるか。

メリットばかりの説明のようだが、デメ

リットはあるか。

ナイトプールやサウナはできるか。

須谷地区で建設ができなくなった場合は、

もう一度上中島地区で建設することになる

のか。

説明にあったような良い施設であれば３年

以上前にしないといけない話である。そう

すればもっと違ったのではないか。

他の施設では、熱エネルギーを利用して発

電し、売電することで地域住民の電気代が

無料になっているところがあるが、そうい

うことはできないのか。



24
いただいた要望については、市と連携し誠意をもって

対応します。

建設となった場合は、要望についてはちゃ

んと聞いてもらいたい。


